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福祉用具購入費 受領委任払いの領収金額の計算について 
 

１ 計算の流れ 
（１）介護保険被保険者証（介護保険証）で「給付制限」を受けていないか確認します。

対象となっている場合は受領委任払いでの購入は不可となります。なお、第三者によ

る傷害（交通事故など）によって福祉用具購入が必要となった場合にも、受領委任払

いは利用できません。 
また、介護保険負担割合証で被保険者の負担割合を確認します。 

＜介護保険証＞ 

 

＜負担割合証＞ 

 

領収日時点で給付制限の対象になっ

ていないか確認します。 

領収日時点での利用者負担

割合を確認します。 
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（２）同一年度内（４月～翌３月）に被保険者が福祉用具を購入しているかどうかを確認

した後、以下のとおり領収金額（被保険者負担額）を計算します。なお、以下の「福

祉用具の価格」は消費税を含んだ金額です。  
① 同一年度内（４月～翌３月）に福祉用具を購入していない場合 

   ア １割負担の場合    （ア）【福祉用具の価格】が１０万円以上の場合        領収金額：【福祉用具の価格】－９万  （支給額は９万円）     （イ）【福祉用具の価格】が１０万円未満の場合 
【福祉用具の価格】×０．９ ⇒ （Ａ）※小数点以下切捨て   領収金額：【福祉用具の価格】－（Ａ）  （支給額は（Ａ）円）     イ ２割負担の場合    （ア）【福祉用具の価格】が１０万円以上の場合        領収金額：【福祉用具の価格】―８万  （支給額は８万円）     （イ）【福祉用具の価格】が１０万円未満の場合 
【福祉用具の価格】×０．８ ⇒ （Ｂ）※小数点以下切捨て   領収金額：【福祉用具の価格】－（Ｂ）  （支給額は（Ｂ）円）  

ウ ３割負担の場合    （ア）【福祉用具の価格】が１０万円以上の場合        領収金額：【福祉用具の価格】―７万  （支給額は７万円）     （イ）【福祉用具の価格】が１０万円未満の場合 
【福祉用具の価格】×０．７ ⇒ （Ｃ）※小数点以下切捨て   領収金額：【福祉用具の価格】－（Ｃ）  （支給額は（Ｃ）円）    

② 同一年度内（４月～翌３月）に福祉用具を購入している場合   ４月以降に購入した「福祉用具の価格」の合計金額（Ｄ）が既に１０万を超えてい
る場合は、その年度内の福祉用具購入にかかる費用は全額被保険者負担となります。

超えていない場合は、以下のとおり計算します。 
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    ア １割負担の場合    （ア）【福祉用具の価格】が【１０万円－（Ｄ）】以上の場合      「３（３）福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超える場合」参照     （イ）【福祉用具の価格】が【１０万円－（Ｄ）】未満の場合 
【福祉用具の価格】×０．９ ⇒ （Ｅ）※小数点以下切捨て   領収金額：【福祉用具の価格】－（Ｅ）  （支給額は（Ｅ）円）    イ ２割負担の場合    （ア）【福祉用具の価格】が【１０万円－（Ｄ）】以上の場合      「３（３）福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超える場合」参照     （イ）【福祉用具の価格】が【１０万円－（Ｄ）】未満の場合 
【福祉用具の価格】×０．８ ⇒ （Ｆ）※小数点以下切捨て   領収金額：【福祉用具の価格】－（Ｆ）  （支給額は（Ｆ）円）  

ウ ３割負担の場合    （ア）【福祉用具の価格】が【１０万円－（Ｄ）】以上の場合      「３（３）福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超える場合」参照     （イ）【福祉用具の価格】が【１０万円－（Ｄ）】未満の場合 
【福祉用具の価格】×０．７ ⇒ （Ｇ）※小数点以下切捨て   領収金額：【福祉用具の価格】－（Ｇ）  （支給額は（Ｇ）円）   

３ 計算例 
（１）４月以降福祉用具を購入しておらず、９月に１２，３４５円の福祉用具を１割負担

で購入する場合    １の①のア（イ）のパターンに該当します。 
１２，３４５円×０．９＝１１，１１０．５円  ⇒（切捨て） １１，１１０円 ← 支給額    領収金額は、 １２，３４５円－１１，１１０円＝１，２３５円   
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（２）４月に２万円の福祉用具を購入し、１０月に３万円の福祉用具を２割負担で購入す

る場合    【福祉用具の価格】が １０万円―２万円＝８万円 に満たないため、２の②のイ（イ）
のパターンに該当します。    ３万円×０．８＝２．４万円 ← 支給額    領収金額は、 ３万円－２．４万円＝６，０００円   

（３）福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超える場合 
（参考：介護保険法施行令第１７条・第２６条） 
福祉用具購入費の支給金額限度基準額は、同一年度内につき、１割負担であれば最大

９万円、２割負担であれば最大８万円、３割負担であれば最大７万円の給付が可能で

す。支給額がその金額を超過する場合は、次の計算で求めます。  
① 購入する【福祉用具の価格】の９割～７割の金額を算出し（小数点以下切捨て）、
４月以降に支給された福祉用具購入費とすべて合計します。 
② ①で求めた金額から給付可能限度額である９万円～７万円を差し引きます。 
③ 購入する【福祉用具の価格】の９割～７割の金額（小数点以下切捨て）から②で
求めた金額を差し引いた金額が支給額です。領収金額は、【福祉用具の価格】から

支給額を差し引いた金額です。  
例１ ５月に５４，３２１円の福祉用具を１割負担で購入し、８月に６５，４３２円の
福祉用具を１割負担で購入する場合    ① ８月に購入する福祉用具の９割の金額は      ６５，４３２円×０．９ ⇒ ５８，８８８円（小数点以下切捨て）  ５月に購入した福祉用具にかかる支給額は 

５４，３２１円×０．９ ⇒ ４８，８８８円（小数点以下切捨て）      合計は ５８，８８８円＋４８，８８８円＝１０７，７７６円    ② １０７，７７６円－９０，０００円（１割負担）＝１７，７７６円    ③ ５８，８８８円－１７，７７６円＝４１，１１２円 ←支給額      領収金額は、６５，４３２円－４１，１１２円＝２４，３２０円     
ただし、それぞれの福祉用具購入の領収日時点における負担割合が異なる場合は、給
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付可能限度額が変化するため、上の給付可能限度額（９万円、８万円または７万円）を

考慮した計算は必要ありません。その場合は、次のように計算します。  
① １０万円から、４月以降に購入した福祉用具の価格をすべて差し引いた金額を求
めます。 
② ①で求めた金額の９割～７割の金額（小数点以下切捨て）が支給額です。領収金
額は、【福祉用具の価格】から支給額を差し引いた金額です。   例２ ５月に５４，３２１円の福祉用具を１割負担で購入し、８月に６５，４３２円の
福祉用具を３割負担で購入する場合    ① １０万円―５４，３２１円＝４５，６７９円    ② ４５，６７９×０．７ ⇒ ３１，９７５円 ←支給額     領収金額は、６５，４３２円－３１，９７５円＝３３，４５７円    

４ 注意 
（１）被保険者の給付制限状況や負担割合、福祉用具の購入状況及び支給残高等について、

区役所へお問い合わせいただいても回答いたしかねますので、必ず被保険者またはケ

アマネジャーにご確認ください。  
（２）領収金額が福祉用具購入費の給付残高と齟齬がある場合、正しい金額での領収書の

提出があるまで支給申請を受け付けることはできませんのでご注意ください。（その場

合、負担割合等は正しい金額を領収した領収日時点で判定することとなります。） 


